
R７年度第３回サポーターミーティング資料_６．PTA 細則
慶弔費について(別紙参照)

R8年度 PTA細則「慶弔費に関する取扱い」の改定について

現在

改定案

細則の慶弔見舞いの対象について、項目により、会員以外に「児童」「教職員の1親等の親族」

まで対象となっていましたが、対象をすべて「会員」に改定いたします。

理由は、会員以外の「児童」や「教職員の1親等の親族」という対象の決定が曖昧であったり、

１親等の親族の弔事においては公表されない方もいて、公平性に欠けると判断したからです。

下記改定（案）はPTA会員（保護者・教職員）の「会員本人」を対象としました。
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